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令和 8 年度健康管理事業の実施について 

 

 

 平素は、当組合の健康管理事業の実施に格別なご高配を賜り厚くお礼申しあげます。 

令和 8 年度の健康管理事業につきましては、「第 3 期データヘルス計画」等に基づ

き、健診データやレセプトデータを活用して、加入者や事業所の特性や健康課題を把

握するとともに詳細な分析を行ない、ＰＤＣＡサイクルに沿った効率的かつ効果的な

保健事業の推進に努めます。 

疾病予防事業については、加入者の健康保持増進のため「第 4期特定健康診査等実

施計画」に基づき、生活習慣病予防対策として、特定健診・特定保健指導事業の実施

率の向上を図るとともに各種健診を実施いたします。「特定健診・特定保健指導」はそ

の実施が健保組合に義務化されており、その取り組み状況により、国に納める納付金

（後期高齢者支援金）が増減し、健保組合の財政にも大きな影響を与えます。各種健

診事業等については、出版健保ホームページ内（トップページ → 広報物一覧）へ掲

載の「令和 8年度健診実施要項」をご覧いただき、被保険者・被扶養者の方々が受診

されますよう、ご周知方お願いいたします。 

保健指導事業、栄養相談指導事業では、若年層を含めた生活習慣病予防対策、重症

化予防対策等を前年度同様に実施いたします。また、前年に引き続き健康相談（メン

タルヘルスカウンセリングを含む）を実施いたします。 

なお、当組合では、「一般健診・成人病健診」について、労働安全衛生法に基づく事

業主健診を共同事業として実施しており、その健診費用相当額として一人当たり

6,400 円（健診費用の上昇により、令和 7 年度に比し 200 円の増額とさせていただい

ております。）を事業主様にご負担いただきますので、ご協力のほどお願いいたしま

す。 



また、個人情報の取扱いにつきましては、関係する法令等を遵守し、漏洩防止等、

情報の保護を徹底してまいります。 

 本年度も当組合の健康管理事業に対しまして、事業主並びに健康管理責任者の方々

のご支援、ご協力をお願い申しあげます。 

 

※「令和 8年度健診実施要項」は、出版健保ホームページ内へ掲載いたしております

ので、支店・営業所等のご担当者へご周知方お願いいたします。 

  

 

担当：健康管理課 ＴＥＬ ０３－３２９２－５０９１ 

：大 阪 支 部 ＴＥＬ ０６－６９４４－４３００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


